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入間市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

条例 別記のとおり 

 

 

  令和４年１１月２９日提出 

 

入間市長  杉 島 理一郎 

 

 

      提 案 理 由 

 

 中央公園の体育施設について、プールを廃止するとともに、テニスコートの改修により同

施設を通年使用とし、併せて受益者負担の適正化を図るため使用料を改定したいので、この

案を提出するものである。 
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入間市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 

入間市体育施設設置及び管理条例（昭和５５年条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１中央公園の項中「５０メートルプール」及び「児童プール」を削る。 

別表第２中 

「 

 テニスコート ３月１日から１１月３０

日まで 

午前８時３０分から午後

９時まで 

 プール ７月１日から９月３０日

まで 

午前１０時から午後６時

まで 

」 

を 

「 

 テニスコート ４月１日から翌年の３月

月３１日まで 

午前８時３０分から午後

９時まで 

」 

に改める。 

 別表第３中 

「  

入間

市運

動公

園 

使用区分 

 

種別 

１時間 ２時間 半日 １日 

（８時３０

分～１時間

単 位 と す

る。） 

（８時３０

分～２時間

単 位 と す

る。） 

（８時３０

分～１２時

３０分） 

（１２時３０

分～１６時

３０分） 

（８時３０

分～１６時

３０分） 

」 

を 
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「 

入間

市運

動公

園 

使用区分 

 

種別 

１時間 ２時間 半日 １日 

午 前 ８ 時 

３０分～１

時間単位と

する。 

午 前 ８ 時 

３０分～２

時間単位と

する。 

（午前８時

３０分～午

後零時３０

分） 

（午後零時

３０分～午

後４時３０

分） 

午 前 ８ 時 

３０分～午

後４時３０

分 

」 

に改める。 

 別表第４中 

「 

テニスコート 

（１面につき） 

１５０円 ３００円 ６００円 １，２００円 １５０円 

」 

を 

「 

テニスコート 

（１面につき） 

３００円 ６００円 １，２００円 ２，４００円 ３００円 

」 

に改め、３ プールの表を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用

する。 

 


